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理事会

学長・副理事長
（教育関係）

副理事長
（経営関係）

市議会 長岡市 長岡市公立大学法人

監事

（２人以

理事
（３人以内）

・中期目標、各年度の業務実績の評価の報告

・定款の制定
・中期目標の策定
・授業料等の料金の上限
・重要な財産の処分

・中期目標を策定・変更する際の意見

学長選考会議

（法人経営に関する重要事項を審議） （大学の教育研究に関する重要事項を審議）

・中期目標、各年度の実績報告書を提出

・理事長の任命
・中期目標を指示

・中期目標、各年度の
実績報告書を提出

・学長
・理事又は職員（理事長が指名）
・学外有識者

１５人以内で構成

教育研究審議会
・理事長
・副理事長
・理事又は職員（理事長が指名）

経営審議会

１０人以内で構成

任命

経営及び教育研究の各
審議会から選出された３
委員の計６人で構成

・中期目標、各年度の業務実績の評価

答申

答申

委嘱

報告

議決

任命

学長を選考

評価・勧告


